
１ 

令和元年第５回高松市議会定例会提出予定議案（別途送付分） 

 

１ 令和元年度高松市一般会計補正予算（第４号） 
 

現計予算額   １６０，５４６，６９２千円 

  補 正 額       １６５，５５２千円 

  補 正 後   １６０，７１２，２４４千円 

 

２ 令和元年度高松市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ４０，３３３，９０７千円 

補 正 額       △１６，６２５千円 

補 正 後    ４０，３１７，２８２千円 

 

３ 令和元年度高松市卸売市場事業特別会計補正予算（第２号） 

 

現計予算額     １，２４２，８７５千円 

補 正 額         ２，１５５千円 

補 正 後     １，２４５，０３０千円 

 

４ 令和元年度高松市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

  現計予算額     ９，９８０，８６２千円 

  補 正 額        ４９，７２３千円 

  補 正 後    １０，０３０，５８５千円 

 

５ 令和元年度高松市下水道事業会計補正予算（第１号） 

 

  現計予算額    ２１，３０１，９５４千円 

  補 正 額       △１８，０６５千円 

  補 正 後    ２１，２８３，８８９千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ 

公布の日から施行 

、 は、Ｒ元．１２．１ 

から適用 

は、Ｒ２．４．１から施
行 

公布の日から施行 

、 は、Ｒ元．１２．１ 

から適用 

は、Ｒ２．４．１から施
行 

６ 高松市長等の給料その他給与支給条例の一部改正について 

 

市長等の期末手当の支給割合を改定するため、改正する 

もの 

    令和元年１２月期の期末手当の支給割合を次のとお 

り改定するもの 

現 行          改正後① 

６月期  １００分の１６７．５ 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１７２.５（１００分の５） 

年  間 １００分の３３５   → １００分の３４０  （１００分の５） 

 令和２年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

改正後①         改正後② 

６月期  １００分の１６７．５ → １００分の１７０（ １００分の２．５） 

１２月期 １００分の１７２．５ → １００分の１７０（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３４０   → １００分の３４０ 

   所要の規定整備をするもの 

 

７ 高松市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

高松市議会議員の期末手当の支給割合を改定するため、 

 改正するもの 

    令和元年１２月期の期末手当の支給割合を次のとお 

り改定するもの 

現 行          改正後① 

６月期  １００分の１６７．５ 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１７２.５（１００分の５） 

年  間 １００分の３３５   → １００分の３４０  （１００分の５） 

 令和２年度からの期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

改正後①         改正後② 

６月期  １００分の１６７．５ → １００分の１７０（ １００分の２．５） 

１２月期 １００分の１７２．５ → １００分の１７０（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３４０   → １００分の３４０ 

   所要の規定整備をするもの 

 

 

 



３ 

公布の日から施行 

、 は、Ｈ３１．４．１ 
から適用 
、 は、Ｒ２．４．１か 

ら施行 

８ 高松市職員の給与に関する条例及び高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関す

る条例の一部改正について 

   

職員の給料等について人事院勧告に準拠して改定するた 

め、及び地方公務員法の一部改正に伴い、臨時的任用職員 

について給与上の取扱いを見直すため、改正するもの 

 高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

 ア 給料表を引上げ改定するもの 

 イ 令和元年１２月期の勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（再任用職員以外の職員） 

現 行         改正後① 

６月期  １００分の９２．５ 

１２月期 １００分の９２．５ → １００分の９７．５（１００分の５） 

年  間 １００分の１８５  → １００分の１９０ （１００分の５） 

  高松市職員の給与に関する条例の一部改正 

  ア 会計年度任用職員をこの条例を適用する職員から除くもの 

  イ 臨時的任用職員について、給与上の取扱いを見直すもの 

ウ 令和２年度からの勤勉手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

（再任用職員以外の職員） 

改正後①        改正後② 

６月期  １００分の９２．５ → １００分の９５ （ １００分の２．５） 

１２月期 １００分の９７．５ → １００分の９５ （△１００分の２．５） 

年  間 １００分の１９０  → １００分の１９０ 

    高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 

   ア 給料表を引上げ改定するもの 

           現 行             改正後 

号給 給料月額  号給 給料月額 

１ ３７４，０００円  １  ３７５，０００円 

   イ 令和元年１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するもの 

   （任期付職員） 

現 行          改正後① 

６月期  １００分の１６７．５ 

１２月期 １００分の１６７．５ → １００分の１７２.５（１００分の５） 

年  間 １００分の３３５   → １００分の３４０  （１００分の５） 

 高松市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部改正 



４ 

ア 令和２年度からの６月期及び１２月期の期末手当の支給割合を次のとおり改定するも 

 の 

   （任期付職員） 

改正後①         改正後② 

６月期  １００分の１６７．５ → １００分の１７０（ １００分の２．５） 

１２月期 １００分の１７２．５ → １００分の１７０（△１００分の２．５） 

年  間 １００分の３４０   → １００分の３４０ 


